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  令和６年４月の組織改正等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則 

について 

 

 

 令和６年４月の組織改正等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則に

ついて、別紙のとおり議決を求めます。 

 

 

 

 令和６年３月１６日 

 

 

 

            鳥取県教育委員会教育長  足 羽 英 樹 

 

 

 



 



1 

 

◇令和６年４月の組織改正等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則について 

 

１ 規則の制定理由 

  教育行政を適正かつ円滑に執行するため、教育委員会事務局等を構成する機関の所掌事務等の

改正を行う。 

   

２  規則の概要 

（１）県立美術館の知事部局移管に伴い、美術館整備局に関係する記載を整理する。 

（２）管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、職名の追加を行う。 

（３）その他所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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   令和６年４月の組織改正等に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則 

 

（鳥取県教育委員会事務局等組織規則の一部改正） 

第１条 鳥取県教育委員会事務局等組織規則（昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（本庁及び課内室並びに本庁機関の内部組織の設

置） 

（本庁及び課内室並びに本庁機関の内部組織の設

置） 

第３条 本庁として別表第１の第１項から第３項ま

で、第５項から第９項まで、第11項及び第13項の

左欄に掲げる課を置き、本庁の各課にそれぞれ同

表のこれらの項の右欄に掲げる課内室を置く。 

第３条 本庁として別表第１の第13項の左欄に掲げ

る局並びに別表第１の第１項から第３項まで、第

５項から第９項まで、第11項及び第14項の左欄に

掲げる課を置き、本庁の局又は各課にそれぞれ同

表のこれらの項の右欄に掲げる局内課又は課内室

を置く。 

２ 略 ２ 略 

  

（本庁及び本庁機関の分掌事務） 

第４条 本庁においては、次の事務をつかさどる。 

（本庁及び本庁機関の分掌事務） 

第４条 本庁においては、次の事務をつかさどる。 

  教育総務課   教育総務課  

 (１)～(６) 略 

  

 (７) 略 

 (８) 略 

(９) 略 

(10) 教育分野における若者の県内への定住促進

策の総括に関すること。 

(11)～(24) 略 

 (１)～(６) 略 

 (７) 地方分権の推進に関すること。 

 (８) 略 

 (９) 略 

(10) 略 

 

 

(11)～(24) 略 

教育環境課～人権教育課 略  教育環境課～人権教育課 略 

 美術館整備局美術館整備課 

県立美術館の整備に関すること。 

  体育保健課 略 

２・３ 略 

  体育保健課 略 

２・３ 略 

  

（課長会議） 

第６条 略 

２ 課長会議は、本庁（課を除く。）に置く次

長、教育次長及び本庁組織の長（課内室の長を除

く。）をもって構成し、教育長がこれを主宰す

る。 

（課長会議） 

第６条 略 

２ 課長会議は、本庁（局及び課を除く。）に置く

次長、教育次長及び本庁組織の長（局内課及び課

内室の長を除く。）をもって構成し、教育長がこ

れを主宰する。 

  

（職制） 

第７条 本庁の各課及び課内室に、それぞれその長

を置く。 

（職制） 

第７条 本庁の局、課、局内課及び課内室に、それ

ぞれその長を置く。 
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２ 特に必要があると認めるときは、本庁（課を除

く。）に次長、理事監、教育次長、参事監又は参

事を、本庁の各課に課長補佐を、教育人材開発課

に教育人材開発主査を、小中学校課に義務教育主

査を、高等学校課に高校教育主査を、いじめ・不

登校総合対策センターに次長を、社会教育課に社

会教育主査を、特別支援教育課、人権教育課及び

体育保健課に指導主査を置くことができる。 

 

２ 特に必要があると認めるときは、本庁（局及び

課を除く。）に次長、理事監、教育次長、参事監

又は参事を、美術館整備局に次長又は美術振興監

を、本庁の各課に課長補佐を、教育人材開発課に

教育人材開発主査を、小中学校課に義務教育主査

を、高等学校課に高校教育主査を、いじめ・不登

校総合対策センターに次長を、社会教育課に社会

教育主査を、特別支援教育課、人権教育課及び体

育保健課に指導主査を置くことができる。 

 

第８条 前条に掲げる職の職務は、次に掲げるとお

りとする。 

(１) 課又は課内室の長 上司の命を受け、課又

は課内室の事務を掌理する。 

 

(２) 本庁（課を除く。）に置く次長 教育長を

助けて、教育委員会事務局の事務を掌理すると

ともに、教育行政に係る重要政策の企画及び立

案を行う。 

(３)・(４) 略 

 

 

 

 

(５) 課長補佐 課又は課内室の長を助けて、課

又は課内室の事務に従事し、これらの者に事故

がある場合は、その職務を代行する。 

(６) 略 

(７) 略 

(８) 略 

(９) 略 

(10) 略 

(11) 略 

 

第８条 前条に掲げる職の職務は、次に掲げるとお

りとする。 

(１) 局、課、局内課又は課内室の長 上司の命

を受け、局、課、局内課又は課内室の事務を掌

理する。 

(２) 本庁（局及び課を除く。）に置く次長 教

育長を助けて、教育委員会事務局の事務を掌理

するとともに、教育行政に係る重要政策の企画

及び立案を行う。 

(３)・(４) 略 

(５) 美術館整備局に置く次長 上司の命を受

け、美術館整備局の事務に参画する。 

(６) 美術振興監 上司の命を受け、美術振興に

関する専門的事項の企画に参画する。 

(７) 課長補佐 課、局内課又は課内室の長を助

けて、課又は課内室の事務に従事し、これらの

者に事故がある場合は、その職務を代行する。 

(８) 略 

(９) 略 

(10) 略 

(11) 略 

(12) 略 

(13) 略 

 

別表第１（第３条関係） 

 略  

12 博物館 総務課、学芸課、美術

振興課 

  

13 略  
 

別表第１（第３条関係） 

 略  

12 博物館 総務課、学芸課、美術

振興課 

13 美術館整備局 美術館整備課 

14 略  
 

  

別表第２（第18条関係） 

附属機関 庶務担当機関 

 略  

別表第２（第18条関係） 

附属機関 庶務担当機関 

 略  
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鳥取県立博物館協議会 博物館 

 

 

 

 略  
 

鳥取県立博物館協議会 博物館 

鳥取県美術資料収集評

価委員会 

美術館整備局美術館整

備課 

 略  
 

  

（教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部改正） 

第２条 教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則（昭和44年鳥取県教育委員会規則第９号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第３条関係） 

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職 

次長・理事監・参事監・課長・室長・参事・

課長補佐・主幹・係長・副主幹 

別表（第３条関係） 

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職 

次長・理事監・参事監・課長・室長・参事・

課長補佐・係長 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（鳥取県立博物館の管理運営に関する規則の一部改正） 

第３条 鳥取県立博物館の管理運営に関する規則（昭和47年鳥取県教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（内部組織及び分掌事務） 

第２条 略 

２ 各課又は室の分掌事務は、次のとおりとする。 

総務課・学芸課 略 

美術振興課 

 

 

(１) 博物館資料（美術関係の資料に限る。次号

及び第３号において同じ。）の保管及び展示に関

すること。 

(２) 博物館資料の利用の指導、助言及び普及に

関すること。 

(３) 博物館資料の調査研究に関すること。 

(４) 略 

 

（内部組織及び分掌事務） 

第２条 略 

２ 各課又は室の分掌事務は、次のとおりとする。 

総務課・学芸課 略 

美術振興課 

(１) 県立美術館の整備に係る調査に関するこ

と。 

(２) 美術関係の資料の収集、保管及び展示に関

すること。 

 

(３) 美術関係の資料の利用の指導、助言及び普

及に関すること。 

(４) 美術関係の資料の調査研究に関すること。

(５) 略 

 

別表（第５条関係） 

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職 

館長・副館長・課長・課長補佐・主幹・係

長・副主幹 

２・３ 略 

別表（第５条関係） 

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職 

館長・副館長・課長・課長補佐・係長 

 

２・３ 略 

  

(鳥取県教育センターの管理運営に関する規則の一部改正) 
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第４条 鳥取県教育センターの管理運営に関する規則（昭和48年鳥取県教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第６条関係） 

所長、副所長、課長、指導主査、課長補佐、主

幹、係長、副主幹、主事、指導主事及び研修主事 

別表（第６条関係） 

所長、副所長、課長、指導主査、課長補佐、係

長、主事、指導主事及び研修主事 

  

（鳥取県立図書館管理規則の一部改正） 

第５条 鳥取県立図書館管理規則（平成２年鳥取県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第６条関係） 

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職 

館長・副館長・課長・室長・課長補佐・主

幹・係長・副主幹 

２ 事務職員をもって充てる職 

司書主幹・司書副主幹・主事・司書・学校図

書館支援員・資料相談員 

３ 略 

別表（第６条関係） 

１ 事務職員又は技術職員をもって充てる職 

館長・副館長・課長・室長・課長補佐・係長 

 

２ 事務職員をもって充てる職 

主事・司書・学校図書館支援員・資料相談員 

 

３ 略 

  

（日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正) 

第６条 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則（平成12年鳥取県教育委員会

規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（公の意思の形成への参画に携わる職） 

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次

に掲げる職とする。 

(１) 鳥取県教育委員会事務局等組織規則（昭和

39年鳥取県教育委員会規則第５号）第７条の規

定により置かれる課の長、本庁（課を除く。）に

置く次長、理事監、教育次長及び参事監並びに

同規則第16条第１項の規定により置かれる局長 

 

(２)～(７) 略 

（公の意思の形成への参画に携わる職） 

第３条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次

に掲げる職とする。 

(１) 鳥取県教育委員会事務局等組織規則（昭和

39年鳥取県教育委員会規則第５号）第７条の規

定により置かれる局及び課の長、本庁（局及び

課を除く。）に置く次長、理事監、教育次長、参

事監及び美術館整備局の次長並びに同規則第16

条第１項の規定により置かれる局長 

(２)～(７) 略 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 


